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沖縄県知事による環境保全措置要求について
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

１ 全般的事項

(1) 工事内容等の変更について
公有水面埋立変更承認申請書に附された環境保全図書に記載され
ている「本埋立に関する工事の工程表（変更後）」から、工事工程が変
更されて工事が実施されていることに対して、前回の環境保全措置要
求において、「変更後の船舶・建設機械稼働計画を示した上で、環境負
荷が増加していないか確認すること。」を求めたが、本報告書には、変
更後の工事工程、建設機械稼働計画等は示されていない。また、当初
陸路で搬入予定だった岩ズリを海路で搬入するなど工事内容について
も変更しており、環境保全図書で検討された環境保全措置が適切なも
のか確認できない。
ついては、変更後の海上工事進捗図、工事工程表、船舶・建設機械
の稼働計画、資材の搬入計画等を示し、環境負荷が増加していないか
予測・評価すること。

平成29及び30年度に実施した工事については、平成29及び30年度
事後調査報告書に記載しています。実際に行った工事に伴う船舶・建
設機械の稼働により環境負荷が増加していないことは、大気質や騒音、
振動などの事後調査及び環境監視調査の項目として測定した結果か
ら確認されており、これらについては、平成29及び30年度事後調査報
告書及び環境監視調査報告書に記載しています。
今後とも、工事の工程とともに、環境負荷にかかる実測の調査結果
等について事後調査報告書及び環境監視調査報告書に記載してまい
ります。

(2) 環境保全措置の追加又は変更について
当初の工事計画を変更して、資材の一部を傾斜堤護岸K-9から海上搬入して
おり、当該変更に伴い、「底質の巻き上げによる濁りを防止するため、石材運搬
船の接岸・離岸時にスクリューを停止し、ウィンチを使うなどの措置を講じた」と
しており、環境保全図書に記載がない環境保全措置を講じたとしている。
このように、工事工程や工事内容を変更したこと等に伴い、追加で実施した又
は環境保全図書の記載内容から変更して実施した環境保全措置について、適
切に実施されたものか確認するため、その内容及び検討結果を示すこと。

本事業の実施に当たっては、環境への負荷を最大限に回避・低減できる
よう、環境監視等委員会の指導・助言を得ながら、環境保全措置を適切に
講じてきており、当該委員会の内容については、貴県へも報告しています。
御指摘のあったＫ－９護岸からの傾斜堤護岸用の石材の搬入については、
水深の浅い海域での底質の巻き上げを防止するため、ランプウェイ台船の
スクリューを回転させず（非自航）、接岸の際にはランプウェイ台船に接続し
たワイヤーロープをウィンチで巻き上げて接岸し、離岸の際には浅い海域
外の小型船によりランプウェイ台船を沖合側に引き出すことで離岸すること
としております。現地で目視確認を行っており、これまでこの作業による底
質の巻き上げによる水の濁りは確認されていません。

(3) 環境保全措置要求に対する対応状況について
環境保全措置要求に対する事業者の対応状況及び環境監視等委員会の委
員の意見について示すこと。

平成30年7月6日付けの環境保全措置要求については、その内容を
可能な限り平成29年度事後調査報告書に反映した上で、その対応状
況を同報告書（10章）に記載しています。同報告書については、環境監
視等委員会の委員に対して個別に説明し、指導・助言を得た上で作成
しており、委員からの意見及びその対応については、平成30年11月28
日に開催した第17回環境監視等委員会の資料２に記載したとおりです。

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る事後調査報告書等について（令和元年8月6日付け、環政第703号）」におい
て示された「普天間飛行場代替施設建設事業に係る事後調査報告書等に対する環境保全措置要求」に対する事業者
の対応は、以下のとおり。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

１ 全般的事項

(4) 環境監視等委員会の助言について
前回の環境保全措置要求において、環境監視等委員会の委員から
の意見等について、「事後調査の調査地点や調査期間、総合評価の
根拠等となっている場合には、その内容を事後調査報告書に記載する
必要がある」としていたが、本報告書では、十分に示されていないもの
と考える。
ついては、事後調査の調査地点や調査期間、総合評価の根拠等と
なっている環境監視等委員会の委員からの意見や委員会資料を示す
こと。

本事業の事後調査に係る調査地点や調査期間などについては、環
境保全図書に記載された基本的な考え方に基づいて第5回までの環境
監視等委員会における指導・助言を踏まえて作成した「工事中におけ
る事後調査及び環境監視調査の計画（平成27年10月6日付け沖防調
第4395号の資料２－②）」に示しています。当該文書は、平成29年度事
後調査報告書の資料編に添付しており、これを作成するまでの環境監
視等委員会の委員からの意見は、第5回までの環境監視等委員会の
議事要旨に記載されているとおりです。

２ 土砂による水の濁り

(1) 工事箇所の周囲並びにサンゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣におい
て、それぞれに設定された環境影響の程度が著しいと判断する基準（以下「判
断基準」という。）を超過する濁りが確認されているが、判断基準を超過した主
な要因は、事業の影響ではなく、潮流、強風・波浪による底泥の巻き上げ、河
川等からの流入濁水の影響としているが、根拠となる具体的なデータ（濁度
（SS）の鉛直分布図や塩分の鉛直分布等）が示されていない。
また、資料編に示されている「工事中における事後調査及び環境監視調査
の計画」（以下「事後調査計画等」という。）によれば、水の濁りの判断基準を超
過した場合には、「当該地点における海水の流れ、当該地点と工事箇所の中
間付近での濁りの状況、河川の河口付近の調査地点における濁りの発生状
況等を確認する」として追跡調査を実施することになっているが、当該結果に
ついて示されていない。
したがって、土砂による水の濁りが判断基準を超過したことについて、事業の
影響ではないと判断した根拠となるデータ（追跡調査を含む。）を示させること。

平成29年度事後調査報告書において水の濁りの基準値を超過した際の
具体的データ（濁度（SS）の鉛直分布図、塩分の鉛直分布図、海底面付近
の流向・流速）は、別添①に示すとおりです。
また、平成30年度事後調査報告書において水の濁りの基準値を超過した
際の資料については、資料編p資1～37のとおりです。

(2) 事業者は、護岸工事に用いる砕石については、「採石場からの搬出時及び
キャンプ・シュワブへの搬入後に２回洗浄している」としているが、辺野古側海
域の埋立区域の外周護岸の外側で、濁水が漏れ出している状況が確認され
ていることから、護岸工事に用いている砕石の洗浄が適切に実施されている
か確認する必要がある。
ついては、採石場、キャンプ・シュワブそれぞれにおける洗浄の実施状況（洗
浄した砕石の量、単位体積当たりの洗浄時間、洗浄効果の確認状況等）につ
いて示すこと。

石材洗浄の実施状況については、平成29及び30年度事後調査報告
書のp4-16及び別添②に示すとおりです。
なお、平成31年2月19日、小型無人機より撮影された画像から、Ｋ－
４護岸付近において撮影された濁水が漏れ出している様子が確認され
たとの報道がなされましたが、これについては、平成31年3月28日に開
催した第19回環境監視等委員会において、目潰材として投入した砕石
同士が接触することにより石粉が発生し、それが引き潮時に護岸の外
側に流出したものと考えられる旨報告しており、委員会から特段の指
導・助言はありませんでした。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

２ 土砂による水の濁り

(3) 事業者は、当初の工事計画を変更して、資材の一部を傾斜堤護岸Ｋ
－９から海上搬入しており、当該変更に伴い、「石材運搬船の接岸・離
岸時にスクリューを停止する」等の環境保全措置を講じているとしてい
るが、石材運搬船の航行による底質の巻き上げによる影響が懸念され
る。
水の濁りの調査地点は、濁りの発生源となる工事箇所の周囲、サン
ゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣、河川の河口付近としているが、
傾斜堤護岸Ｋ－９周辺など作業船の航行により底質の巻き上げが懸念
される箇所において調査はなされていない。
ついては、判断基準を超過した主な要因となっている「底泥の巻き上
げ」が、石材運搬船等の作業船の航行によって発生した濁りかどうか考
察し、事業による影響が認められた場合には、必要な措置を講じること。

Ｋ－９護岸からの傾斜堤護岸用の石材の搬入に当たっては、水深の
浅い海域での底質の巻き上げを防止するため、ランプウェイ台船のス
クリューを回転させない非自航とし、ランプウェイ台船の接岸に際して
はワイヤーロープをウィンチで巻き上げて接岸し、離岸に際しては浅い
海域外の小型船により沖合側に引き出すなどの措置を適切に実施し
てきており、濁りを生じさせたことはありません。

(4) 辺野古側海域の埋立区域の外周護岸の外側で、濁水が漏れ出している状況
が確認されていることについて、護岸の内側には、汚濁防止シート等により赤土
等の流出抑制工がなされることとなっており、対策が適切か確認する必要があ
ることから、護岸の周囲において、水の濁りの調査をして状況を把握するととも
に、その原因を考察し、事業による影響が認められた場合には、必要な措置を
講じること。

平成31年2月19日、小型無人機より撮影された画像から、Ｋ－４護岸付近
において濁水が漏れ出している様子が確認されたとの報道がなされました
が、これについては、平成31年3月28日に開催した第19回環境監視等委員
会において、目潰材として投入した砕石同士が接触することにより石粉が
発生し、それが引き潮時に護岸の外側に流出したものと考えられる旨報告
しており、委員会から特段の指導・助言はありませんでした。また、施工中
の辺野古側の外周護岸周辺においては、水の濁りの監視調査を実施して
おり、工事が要因と考えられる水の濁りの基準値超過が確認された場合に
は汚濁防止枠の追加設置等の対応を速やかに行うこととしていますが、こ
れまでにそのような濁りは観測されていません。

(5) サンゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣の調査地点であるＣ６、Ｃ７にお
ける各月のSPSSの平均値はそれぞれ、31.4、97.9kg/㎥であり、SPSSのランク分
類において、「透明度が悪くなりサンゴ被度に悪影響が出始める」とされるランク
５ｂ（SPSS:30kg/㎥以上50kg/㎥未満）、「明らかに人為的に赤土等の流出による
汚染があると判断」されるランク６（SPSS:50kg/㎥以上200kg/㎥未満）に該当して
いる。
Ｃ６、Ｃ７の周辺では、護岸工事が行われており、事業の実施による影響が懸
念されるが、本報告書において、SPSSの経年変化は、事業実施後である平成
27年11月以降の調査結果しか示されておらず、環境影響評価時など事業実施
前の調査結果と比較が行われていない。ついては、事業実施前のSPSSの調査
結果との比較を行わせ、事業による影響の有無について考察し、事業による影
響が認められた場合には、必要な措置を講じること。

平成27年11月以前のＣ６、Ｃ７を含めたSPSSの経年変化については、
平成30年度事後調査報告書p7-7に示すとおりです。
海域における水の濁りについては、SS（浮遊物質量）が基準値を超
過した場合に、それが工事による影響か否かの検討を行うこととしてい
ます。底質に含まれる懸濁物質の量を表す値であるSPSS（懸濁物質
含有量）は、その地点の地形、潮流及び河川からの流入等による底泥
の移動等によって変動するものであるため、その数値のみから工事に
よる影響を評価することは困難であり、SSが基準を超過した場合に工
事による影響を検討する際に必要に応じて活用することとしています。
御指摘のＣ６、Ｃ７で実施した調査においては、SSの基準値超過がみ
られますが、その要因については、降雨による河川等からの流入濁水
の影響、強風や波浪による底泥の巻き上げ、他事業の浚渫工事の影
響であると考えられ、工事による影響ではないと考えています。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

２ 土砂による水の濁り

(6) 本報告書では、「陸上仮設ヤード工事中、作業状況に応じ、最大５箇
所に、濁水貯留池(約200㎥)とともに、濁水を１時間に10㎥処理できる
濁水処理プラントを設置しました。濁水は、貯留池に一時貯留し、濁水
処理プラントで高分子凝集剤等により濁水中の土粒子を除去（凝集沈
殿方式）した、処理水をSS25mg/L以下で放流しました」としているが、
陸上仮設ヤード工事中における濁水処理プラントの放流口における事
後調査結果は示されていない。
環境保全図書では、土砂による水の濁り（陸域）について、「濁水を
SS25mg/L以下にして放流することは可能であると予測しましたが、施
工区域から流出する濁水のSS濃度の予測において不確実性を伴うこ
とから、濁水のSS濃度及び放流水質については事後調査を行」うとして
おり、濁水処理プラントの放流口においてSS濃度等を測定するとしてい
ることから、濁水処理プラントから処理水を放流した場合には、事後調
査を実施すること。また、濁水処理プラント処理水の放流先についても
示し、土砂による水の濁り（海域）に関する調査結果への影響について
も考察し、事業による影響が認められた場合には、必要な措置を講じる
こと。

陸上仮設ヤードより発生する濁水は濁水貯留池を設置して集約し、
陸上仮設ヤードに設置している濁水処理プラントで処理を行った上で、
処理水のSSが沖縄県の条例の基準より厳格な数値である25mg/L以
下であることを確認した上で放流しています。平成29年度の処理水の
SSの計測結果は1～8mg/Lであり、近傍の濁り監視地点で処理水の放
流に起因する水の濁りの基準値超過は確認されていません。
御指摘の処理水の放流先である作業ヤード下流にある排出口は平
成30年度事後調査報告書p4-17に示していますが、その排水には工事
とは無関係のものも含まれることから、濁水処理プラントが適切に機能
していることを確認するためには、当該排出口において水の濁りの調
査を実施するのではなく、濁水処理プラントからの処理水のSSを計測
するのが適切であると考えております。

３ 水の汚れ

前回の環境保全措置要求において、海域のpHや塩分について、海洋観測指
針等を参考に、高精度で正確なデ一夕の把握を求めたが、海域のpHや塩分の
精度は従前のままである。
塩分シミュレーションは、護岸を施工する際のサンゴの影響の検討に用いられ
ており、その妥当性を示す必要があることから、高精度で正確な測定により得ら
れたデータを用いて、各シミュレーション結果と比較、検討すること。

海水のpHや塩分については、海洋観測指針等を参考に調査しており、そ
のデータの精度に問題があるとは考えていません。
御指摘の塩分シミュレーションにおいては、移植対象サンゴ類付近で護岸
工事に着工する前に、護岸工事により移植対象サンゴ類の周辺の塩分に
は変化がない旨予測しており、その後はモニタリングを行っておりますが、
モニタリングの結果、塩分に大きな変化は確認されていません。
このことから、シミュレーションによる予測が適切であったことは裏付けら
れていると考えています。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

４ ウミガメ類

区域区分ごとの種類別上陸数の推移を整理した結果、「平成29年度
のウミガメ類の区域区分ごとの種類別上陸数は、いずれの区域区分に
おいても工事前の変動範囲内だった」としているが、安部（大浦湾側）は、
平成20～26年度には10か所以上の上陸が確認されていたが、平成29
年度の上陸箇所数では３か所に留まっていることから、減少しており、
工事の実施による影響が懸念される。
ウミガメ類についての判断基準を「事業実施前における各種データの
変動範囲をはずれた状態の継続」とし、当該状態の継続が確認された
場合には、原因が工事の実施に伴う環境変化によるものか等について
原因究明調査を実施するとしている。
一方で、バン崎、前原以外の区域では、事業実施前の最小上陸数は
０であることから、バン崎、前原以外の区域では、「事業実施前におけ
る変動範囲をはずれた状態」にはならないと考えられる。
ついては、安部（大浦湾側）など工事後に低下傾向が継続している区
域については、原因究明調査を実施し、事業による影響が認められた
場合には、必要な措置を講じること。

ウミガメ類の上陸数については、平成30年度事後調査報告書p7-11
に示すとおり、近傍の鹿児島県における上陸数と比較しても概ね同様
の傾向がみられており、事業実施対象海域の上陸数の経年変化に特
異な傾向はないと考えています。いずれにせよ、引き続き、ウミガメ類
の上陸数について事後調査を行い、全国的な傾向と対比させつつ、そ
の推移をみていくこととします。

５ サンゴ類

(1) サンゴ類の調査区域は広範囲であり、事業や自然現象等の影響を12地点で
把握できないことが想定され、また、事業の影響は工事区域からの距離によっ
て異なることが想定されたことから、前回の環境保全措置要求において、「埋立
区域周辺や濁りの拡散が予測されている地点を中心に、詳細観察地点を追加
し、事業の影響等を把握すること」を求めたが、「工事の影響が及ばない場所と
の比較を可能とする観点から嘉陽地先を、やや水深の深い場所として豊原地
先をそれぞれ追加し、合計12地点としている」と対照地点の設定経緯が示され
るのみで、埋立区域周辺や濁りの拡散が予測されている地点において詳細観
察地点は追加されず、追加しない理由も示されていない。
ついては、大浦湾口部でSS濃度が2mg/L以上になると予測された地点など事
業の影響を適切に把握できる地点において、詳細観察地点を追加するように
改めて検討すること。

サンゴ類の分布状況調査の詳細観察地点については、環境保全図書に
おいて設定していた、比較的優勢なサンゴ類の群生地や、注目すべき構成
種や規模を有する群生地である10地点に加えて、第5回までの環境監視等
委員会における指導・助言を踏まえ、工事の影響が及ばない場所との比較
を可能とする観点から嘉陽地先を、やや水深の深い場所として豊原地先を
それぞれ追加し、合計12地点としているものです。ライン調査やスポット調
査の結果やこれら12地点の詳細観察によって、事業や自然現象等の影響
を評価することができるものと考えています。
なお、大浦湾口部を含めたサンゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣
や工事箇所周囲においては、濁度観測を実施していますが、これまで工事
による濁りの拡散は確認されていません。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

５ サンゴ類

(2) 前回の環境保全措置要求において、注目すべきサンゴ群生の生息状況の調
査を求めたが、ユビエダハマサンゴ群生、ハマサンゴ科群生については、生息
状況の調査がなされていない。ついては、事業の影響が生じていないか把握
するため、これらサンゴ群生に関しても、詳細観察調査を実施すること。

各サンゴ群生については、ライン調査及びスポット調査において生息状況
等の確認を実施しているところです。
なお、環境保全図書においては、工事中の濁りの拡散状況のシミュレー
ションを行った結果、注目すべきサンゴ群生の生息範囲には、サンゴ類の
保全目標としたＳＳ2mg/L以上の濁りは拡散しないと予測しています。濁り
の監視においては、「サンゴ類及び海草藻場の主たる分布域近隣」の調査
地点を８地点（Ｃ１～Ｃ８）設定し、このうち、大浦湾のユビエダハマサンゴ群
生（Ｃ１）及びハマサンゴ科群生（Ｃ４）については監視地点を設定しており、
その調査結果については、平成30年度事後調査報告書に記載し、工事に
よる影響がないことを確認しています。

(3) 埋立区域内に生息するサンゴ類については、事業の実施前に可能な限り工
事施工区域外の同様な環境条件の場所に移植するとしているが、移植はなさ
れないまま中仕切堤Ｎ－４及び傾斜堤護岸Ｋ－８の工事が進捗している。
このことについて事業者は、護岸の施工に伴う影響について、水の濁りのシ
ミュレーション及び流況・水温・塩分シミュレーションの結果、汚濁防止枠を設置
することにより、「移植対象サンゴ類の生息環境に影響を与えないことを確認」
したとしている。これらシミュレーションは、環境影響評価時と同様の手法を用い
ていると考えられるが、事後調査結果の比較等による妥当性の検証は行われ
ていない。
また、護岸が存在することについて、環境保全図書で行われている年最大波
浪時における波高変化や高波浪時における砂の移動等の影響については予
測されておらず影響が懸念される。
ついては、各シミュレーション結果に基づく水の濁り、流況、水温、塩分の水平
分布図を示し事後調査結果との比較を行う等により妥当性の検証を行うととも
に、中仕切堤Ｎ－４及び傾斜堤護岸Ｋ－８周辺のサンゴ類の生息状況を把握し、
その結果、事業による影響が把握された場合には、必要な措置を講じること。

移植対象のサンゴ類の分布域における濁度、流速、流向、塩分及び水温
といった生息環境については、当該移植対象サンゴ類付近で護岸工事に
着工する前にシミュレーションによりサンゴ類の生息に影響しない旨予測し、
その後はモニタリングを行っておりますが、モニタリングの結果、サンゴ類の
生息に影響を与えるような特異なデータは得られていません。
このことから、シミュレーションによる予測が適切であったことは裏付けら
れていると考えております。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

５ サンゴ類

(4) サンゴ類の移植・移築計画において示される小型サンゴ類の移植対象基準と
なっている「総被度が５％以上で0.2ha以上の規模を持つ分布域の中にある長
径10cm以上のサンゴ類」の根拠について、事業者は「代替施設本体の設置に
伴う改変区域内に存在する被度５％以上のサンゴ類について調査したところ、
0.2haが最小規模の分布域であった」と回答しているが、事業者が実施している
平成25年夏季や平成28年冬季の調査結果によれば、被度５％以上のサンゴ類
の分布域には、0.2ha未満の規模のものも確認されていることから、改変区域内
の被度５％以上のサンゴ類の分布域は「0.2haが最小規模」ではないと考えられ
る。ついては、小型サンゴ類の移植対象基準となる分布域を「総被度が５％以
上で0.2ha以上の規模を持つ分布域」とした根拠となる調査に関して、実施年度、
方法、範囲、詳細な結果（ライン別、地点別など）を示し、移植対象基準の妥当
性を示すこと。

移植対象とするサンゴ類の分布域は、平成26年度に代替施設本体の設
置に伴う改変区域内の全域を調査した結果を基に、当該区域内に存在す
る被度5％以上のサンゴ類を全て網羅するように設定した分布域の最小面
積が0.2haであったことを踏まえ設定しています。
サンゴ類の生息状況等を把握するための調査はその後も実施してきてい
ますが、平成26年度に設定した移植対象とするサンゴ類の分布域以外に、
被度5％以上のサンゴ類の分布域は確認されていません。
このことから、現時点では移植対象基準を見直す考えはありませんが、今
後も引き続き調査を実施し、環境監視等委員会の指導・助言を踏まえつつ、
移植を適切に進めていきます。

(5) サンゴ類の移植・移築計画で示された、移築対象の大型サンゴ類23群体（うち
１群体は死亡を確認）以外に、Ｎ－３護岸付近の埋立区域内において、長径１
ｍを超すとみられる大型サンゴ２群体が存在することが指摘されている。
この大型サンゴ類について、事業者は、「ハマサンゴ属の群体とシコロサンゴ
属の群体を確認していますが、ハマサンゴ属の群体は長径が90cmであり、移
築対象の長径１ｍ以上の大型サンゴ類ではありませんでした。また、シコロサン
ゴ属の群体は、大型サンゴ類ではなく、複数の群体が集まって形成される小型
サンゴ類の群落であることを確認しておりますが、被度５％以上の分布域は確
認されませんでした。」としていることについて、以下の事項を示すこと。

－

ア 当該大型サンゴ群体が移築対象ではないことの根拠となる調査結果につい
て

御指摘の調査結果の概要は、別添③に示します。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

５ サンゴ類

イ 大型サンゴ類の分布を十分に把握できていない可能性があることから、追加
調査を実施することについての検討結果について

移築対象の大型サンゴ類の選定は、深浅測量の結果から起伏部を抽出
し解析するなどの調査により選定したものです。この深浅測量は測量用船
舶で実施しており、その調査範囲は、測量用船舶が進入できない汀線際や
岩礁の干出するような地形を除き、埋立区域を網羅しています。また、測量
用船舶が進入できない汀線際や岩礁については、ドローンを用いた航空調
査などにより確認を行っており、移築対象となる大型サンゴ類が存在しない
ことを確認しています。以上のとおりであり、埋立区域内の移築対象の大型
サンゴ類を網羅的に把握しているところです。

(6) サンゴ類の移植・移築計画において、移植先については、中干瀬及び辺野古
崎前面海域を移植候補地として示し、水深、底質を条件として検討した上で、
「移植・移築先は、中干瀬を対象として絞り込みを行うものとした」としているが、
実際の検討状況と異なっている。
実際には、水深、底質に加え、サンゴの種別の生息状況、水温、塩分、波当
たり、流れの状況についても検討し、また、 についても移
植先となっている。
ついては、移植元と移植先の生息条件の詳細な比較結果など、移植先の具
体的な検討経緯及び移植先の検討結果について示すこと。
なお、移植元となるサンゴ類には、浅瀬に生息するものもあり、環境監視等委
員会の委員から「淡水流入時の影響についても考える必要がある」との意見が
あることから、降雨時等の淡水流入時の影響についての検討状況についても
示すこと。

サンゴ類の移植先の検討に当たり、移植元と移植先の生息条件等の比
較を行った結果は、平成30年度事後調査報告書p4-61～74に記載していま
す。また、降雨時等の淡水流入時の状況については、p4-58に塩分の測定
結果を示すとともに、p4-52の調査地点図に示す移植先の

及び についても塩分変化は同程度であること
を確認しています。

(7) サンゴ類の移植・移築計画において、サンゴ移植の目標達成基準として、「移
植・移築したサンゴ群集の総被度、種類数が移植直後の状況に比べて著しく減
少していないか」、「移植・移築したサンゴ群集に集まる魚類・大型底生生物の
種類数、個体数が、事前調査で調査した移植・移築前（移植・移築元）の状況に
比べて著しく減少していないか」等としているが、具体的ではないことから、他の
事業におけるサンゴ類の移植状況等も踏まえて、具体的、客観的な目標達成
基準を設定すること。

移植・移築したサンゴ類のモニタリングは、当該サンゴ類の移植・移築後、
移植・移築先の環境における生息状況を確認するために実施するものであ
り、移植・移築前やその直後に比べて著しく変化していないかを目標達成基
準とすることで、その目的を十分達せられると考えています。また、他事業
においても、具体的な数値基準による評価は行われておらず、各モニタリン
グ項目の結果などを元に総合的に評価されているものと承知しています。
いずれにせよ、移植・移築したサンゴ類のモニタリング結果については、移
植先に元々生息していたサンゴの状況や環境監視等委員会の指導・助言
も踏まえつつ、適切に評価していく考えです。

※ 重要な種の保護の観点から表
示していません。

※ 重要な種の保護の観点か
ら表示していません。

※ 重要な種の保護の観点から
表示していません。

※ 重要な種の保護の観点から表示して
いません。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

５ サンゴ類

(8) 環境保全図書に記載された環境保全措置について、内容をより詳細なもの
にすること等により、その内容を追加又は変更した場合には、事後調査報告書
に記載する必要がある。サンゴの移植・移築計画には、「海洋生物レッドリスト
（平成29年３月、環境省）」に掲載されたサンゴ類の貴重な種（以下「レッドリスト
サンゴ」という。）の移植計画について記載がなく、適切な内容であるか確認で
きない。
ついては、以下について明らかにすること。

－

(8) ア レッドリスト掲載種であるオキナワハマサンゴ、ヒメサンゴは、「埋立を予定して
いる海域及び護岸工事に伴う水の濁りの影響が環境保全目標値の２mg/L以
上となるとシミュレーションされた範囲を網羅する海域」の調査（以下「レッドリス
トサンゴ確認調査」という。）の一部の範囲において、合計24群体が確認された
が、事業の実施前に移植がなされず、このうち14群体が死亡・消失した後、オ
キナワハマサンゴ９群体は高水温期や台風期である７、８月に移植された。
事業者は、レッドリストサンゴの移植後のモニタリング状況について事後調査
報告書に記載するとしているが、適切な時期に移植がなされず、健全に生育し
ているか懸念されることから、工事の実施後、かつ、高水温期や台風期に移植
された影響を評価すること。なお、工事の実施後の移植の影響の評価に当たっ
ては、移植前のモニタリング状況についても示すこと。また、ヒメサンゴ１群体
(No.24)については、移植を行わず護岸工事が行われたことから、モニタリング
結果について示し、工事の実施による影響、護岸の存在による影響について
考察すること。

オキナワハマサンゴ9群体については、高水温期や台風期を避けるため、平成
30年3月20日及び4月5日に貴県に特別採捕許可の申請を行ったところ、同年7
月13日に特別採捕許可が得られたことから、同月27日から8月4日までの間に移
植を実施しました。移植したオキナワハマサンゴの移植後の状況は、令和元年8
月29日までは１週間に２回の頻度で、それ以降は貴県の同意を得て１週間に１
回の頻度で目視観察を実施し、水質モニタリングも可能な範囲で実施してきてお
ります。モニタリングでは、移植直後に水温が30℃以上の期間や台風による高
波浪を確認しておりますが、高水温や台風等によると考えられる影響は確認さ
れておりません。そして、移植したオキナワハマサンゴ9群体については、移植
前からのモニタリングの結果を平成30年度事後調査報告書のp4-34～40及び
p6-104～136に示していますが、移植から約8か月経過した平成31年3月におい
ても全て生存しており、群体の成長がみられると共に再生産の状況も確認され
ていること、移植先に元々生息しているオキナワハマサンゴと比較しても特異な
状況がみられないことなどから、自然の状態に定着しており、移植は適切に実
施できたと考えているところです。このことについて、これまでの環境監視等委員
会においても「現状では、移植したオキナワハマサンゴは十分に定着していると
判断されます。移植前には、当初、夏場の高水温時期の移植に懸念があり、ハ
マサンゴ類は高温に強いことから大丈夫であろうと判断し移植を行ったところで
すが、そのとおり特に問題なく移植が成功した貴重な事例ですのでちゃんと評価
をしていただきたい」、「このオキナワハマサンゴの状況は成長もみられているの
で、自然の状態になったと思ってよい」、「再生産の確認ができたということが、移
植がうまくいっているという確認になる」との意見をいただいています。
また、御指摘のヒメサンゴについては、埋立地の外に生息しており、汚濁防止
枠の多重化により工事による水の濁りの影響が及ぶことが避けられると考えら
れたことから、環境監視等委員会の指導・助言を踏まえて移植を実施しないこと
としたところですが、平成30年8月の台風14号の影響でその確認が不可能となっ
たことによりモニタリングを終了するまでの間、当該サンゴに影響を与えるような
水の濁り、異常な粘液の放出や病気等も確認されていないことから、工事による
影響は及んでいないものと考えております。
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５ サンゴ類

(8) イ レッドリストサンゴは、環境影響評価時の調査において、埋立区域内で確認さ
れていたにもかかわらず、移植について検討がなされないまま、平成29年４月
に傾斜堤護岸Ｋ－９の護岸工事が着工された。
その後、事業者は、レッドリストサンゴ確認調査を行い、確認された場合には
移植するものとしているが、傾斜堤護岸Ｋ－９付近については、未だに当該調
査はなされておらず、その周辺にレッドリストサンゴが生息している可能性があ
ることから、資材の一部を海上搬入するために傾斜堤護岸Ｋ－９付近を航行す
る石材運搬船等の航行による底質の巻き上げによる影響が懸念される。
ついては、傾斜堤護岸Ｋ－９周辺において、レッドリストサンゴの生息状況調
査を行い、事業による影響が生じていないか把握し、事業による影響が認めら
れた場合には、必要な措置を講じること。

Ｋ－９護岸の工事に先行して、Ｋ－９護岸施工部分の底質を確認した上で、
底質に岩礁等が含まれ、サンゴ類が生息する可能性がある部分において
潜水目視観察による調査を実施したところ、当該サンゴ類は確認されませ
んでした。また、第10回環境監視等委員会（平成29年12月5日）の資料3「工
事の実施状況等について」で示したとおり、環境負荷の軽減及び施工の円
滑・効率化を図るため、資材の一部をＫ－９護岸から海上搬入しましたが、
その際には、石材運搬船の接岸・離岸時にスクリューを停止し、ウィンチを
使うなど、底質の巻き上げによる濁りを防止するための措置を適切に実施し
てきており、濁りを生じさせたことはありません。
なお、御指摘の箇所を含むレッドリストサンゴの生息状況調査が未了と
なっている範囲については、今後、調査を実施する予定です。

(9) サンゴ類の移植・移築計画において、サンゴ類の移植・移築元の範囲につい
ては、水深20ｍ以浅としているが、レッドリストサンゴには30ｍ以深を生息域と
する種もあり、多様な種の保全を勘案した場合には、20ｍ以深に生息する種に
ついても、可能な限り保全が図られる必要がある。
ついては、最新の技術や知見を活用するなどして、実行可能な範囲で移植・
移築元となる範囲の拡大を検討すること。

第4回環境監視等委員会までの指導・助言を踏まえて作成し、平成27年10
月6日付け沖防調第4395号の資料2-②で提出した「サンゴ類に関する環境
保全措置【サンゴ類の移植・移築計画】」においては、移植・移築元の範囲を、
移植作業に従事する潜水作業員の安全管理の面から、サンゴの人力採取
が可能な水深20ｍ以浅と設定しました。
また、一般的にはサンゴの被度と群体数と水深との関係について、水深20
ｍまで群体の被度は水深とともに減少し、逆に群体数は水深とともに増加
する傾向にあるものの、水深20ｍを超えると群体数が急激に減少したことが
報告されています。さらに、水深20ｍ以深のサンゴ類の生息の可能性が高
いと考えられる地点においても潜水目視調査を実施していますが、現時点
までに、総被度が５％以上の小型サンゴ類、単独で長径１ｍを超える大型
サンゴ類及び環境省版レッドリストに記載されたサンゴ類は確認されていま
せん。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

６ 海藻草類

(1) 対象事業実施区域近傍の辺野古前面で、海草藻場及びホンダワラ藻場の分
布面積が変動範囲を下回っており、事業の実施による影響が懸念される。
しかし、事業者は、「工事の影響はなかった」としており、その理由として、「当
該海域における海草藻場及びホンダワラ藻場の分布面積は、工事前の平成21
年度以降、減少傾向にあり」としているが、海域別にみると嘉陽前面では工事
実施後に分布面積が増加していると考えられ、低下傾向が継続していると考え
られる辺野古前面とは傾向が異なると考えられる。ついては、海域別の傾向の
違い、ライン調査やスポット調査における浮泥の堆積状況や付着藻類の状況
を踏まえ、事業による影響を考察し、事業による影響が認められた場合には、
必要な措置を講じること。

海草藻場及びホンダワラ藻場の分布面積は、平成19年度以降の調査期
間全体からみると、調査範囲全域において減少傾向であると考えています。
特に、海草藻場については、高被度の分布面積は顕著に減少しています。
海藻類の分布はその年の気象・海象等の自然環境に大きく影響を受けるも
のであるところ、このような減少傾向が調査範囲全域で工事前から続いてい
ることからすると、減少傾向は事業による影響によるものではないと考えて
います。
御指摘の浮泥の堆積状況や付着藻類の状況の調査は、海藻草類の大規
模な減少・消失が起こった際にその原因を調査することができるようにして
おくために実施しているものであり、この調査結果は平成30年度事後調査
報告書p7-57、58、61に記載していますが、工事の実施に伴い増加するよう
な傾向はみられていません。

(2) 海草藻場やホンダワラ藻場については、分布面積や被度と併せて、地形（水
深）、底質の状況、浮泥の堆積等についても調査しているが、これらの経年変
化の状況については整理されておらず、これらの経年変化と藻場の分布面積
や被度の変化との関係については考察されていない。
海上工事により発生する水の濁りにより、浮泥が堆積し、また、既に護岸が
造成されていることにより、潮流や波高が変化し、砂の堆積や底質の状況が変
化すると考えられることから、これらの環境の変化が海草藻場やホンダワラ藻
場の生育に影響を与える可能性が考えられる。
ついては、浮泥や砂の堆積、底質の状況等の経年的変化について整理させ、
藻場の分布面積や被度の変化との関係について考察すること。

(3) 海藻草類についての判断基準は、「生育範囲・面積」と「生育被度」を指標項
目として、これらの項目が事業実施前の変動範囲を外れた状態が継続してい
るかを確認することとしているが、判断結果は示されていないことから、「継続し
ているか」についてどのように判断するのか不明である。ついては、「継続して
いる」期間についてどのように判断するのか示すこと。
また、「事業実施前の変動範囲を外れた状態が継続している」ことが確認され
た場合には、「変動範囲をはずれた原因が工事の実施に伴う環境変化による
ものか、あるいは気象・海象等の自然環境の変動によるものなのかについて
検討する」ために「原因究明調査」を実施するとしていることから、当該調査を
実施し、変動範囲をはずれた原因について考察し、事業による影響が認めら
れた場合には、必要な措置を講じること。

変動範囲を外れた状態が継続しているかについて、その基準となる期間
を定量的に示すことは困難ですが、環境監視等委員会の指導・助言を受け
つつ、適切に判断する考えです。
また、（１）で述べたとおり海草藻場及びホンダワラ藻場の面積は調査区域
全体において事業実施前の平成21年から減少傾向にあり、平成27年度以
降はほぼ横這いとなっており、工事開始後もその傾向が継続しているものと
考えられます。このような減少傾向が調査範囲全域でみられた平成21年か
ら平成27年は工事前であることからすると、減少傾向は事業の影響によるも
のではないと考えています。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

６ 海藻草類

(4) 海藻草類のスポット調査結果では、平成29年度の冬季における出現種数は
111種類であり、工事前の平成19年度から平成27年度までの冬季における出現
種数の変動範囲であ143～187を下回っている。ついては、変動範囲をはずれ
た原因を考察し、事業による影響が認められた場合には、必要な措置を講じる
こと。

海草藻場及びホンダワラ藻場の分布面積については、平成19年度以降の
調査期間全体からみると、調査範囲全域において減少傾向であると考えて
います。特に、海草藻場については、高被度の分布面積は顕著に減少して
います。海藻類の分布はその年の気象・海象等の自然環境に大きく影響を
受けるものであるところ、このような減少傾向が調査範囲全域で工事前から
続いていることからすると、減少傾向の要因が工事であるとはいえないと考
えています。
また、海藻草類の出現種数については、海草類と海藻類で繁茂期が異な
り、季節ごとの変動が大きく、現に、平成29年度に変動範囲を下回ったとさ
れる冬季は平成30年度に117種に増加し、夏季については平成29年度が
133種、平成30年度が125種と冬季に変動範囲を下回った平成29年度のほう
が平成30年度より多い結果になっています。工事着手前から調査範囲全域
において分布面積が減少傾向であり、出現種数にもその影響が及ぶと考え
られることを考慮すれば、冬季の出現種数のみが変動範囲を下回ったこと
について、その要因が工事であるとはいえないと考えています。

(5) 前回の環境保全措置要求において、埋立区域内に土砂を投入する前に埋立
区域内に高被度で存在する海草類の移植をするための措置の検討を求めた
が、移植はなされないまま護岸により海域は締め切られ、土砂投入がなされた。
事業者は、環境保全図書において、「海草藻場は、魚介類の産卵場や幼稚
仔の保育場としての機能を有するとともに、窒素やリンなどの栄養塩類を吸収
し水質を浄化する機能をもち、多様な生態系を形成する場になると考えられて
います。」とし、海草藻場の生育範囲を拡大する環境保全措置を講じるとしてい
たが、約200株の人工種苗を植え付ける実証試験が行われているのみで、既
に護岸により締め切られ埋立土砂が投入されている辺野古前面海域に約40ha
分布していた海草藻場の機能は失われたままである。
大浦湾側でも被度は低いものの辺野古側と同程度の分布面積を有する海草
藻場が埋立区域内に存在することから、これらの海草藻場を移植する措置に
ついて検討を行い、海草藻場の生育範囲を拡大する環境保全措置を適切に
実施すること。

環境保全図書において、代替施設の存在に伴い消失する海草藻場に関
する措置として、改変区域周辺の海草藻場の被度が低い状態の箇所や代
替施設の設置により形成される静穏域を主に対象とし、専門家等の指導・
助言を得て、海草類の移植や生育基盤の環境改善による生育範囲拡大に
関する方法等やその事後調査を行うことについて検討し、可能な限り実施
することとしていることを踏まえ、環境監視等委員会の指導・助言を得ながら、
これらについて検討を進めているところであり、平成30年12月からは、海草
藻場の生育範囲拡大に向けた現地実証試験として、人工種苗の移植を開
始しています。引き続き、この現地実証試験のモニタリング結果等を踏まえ、
海草藻場の生育範囲拡大に向けた検討を進めていく考えです。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

６ 海藻草類

(6) 平成29年11月に中仕切堤Ｎ－５、同年12月に傾斜堤護岸Ｋ－４の工事に着手して
おり、これら護岸の位置には、「底生動物等の移動計画」において移植対象種とし
ていたウミボッスの辺野古側の採取地点が含まれていたが、同位置において移植
は行われないまま護岸工事がなされている。結果として、辺野古側では、１個体の
みしか移植はなされず、南西諸島固有種で、環境省レッドリスト及びレッドデータお
きなわで、絶滅危惧Ⅰ類とされているウミボッスの保全に重大な支障を及ぼしてい
る。
計画では、さらに、大浦湾（５ｍ以浅）において200地点、大浦湾（５ｍ以深）におい
て150地点が採取地点として設定されているが、これら地点においても移植結果は
示されていないことから、適切な時期に移植を行うこと。

ウミボッスについては、季節的に消長を繰り返すことから、藻体の確認が容易
な繁茂期（3月頃）に生育の有無の確認を行うこととしています。第10回環境監視
等委員会資料に示したとおり、平成29年3月16日～28日に、これまでの調査でウ
ミボッスが確認された地点を対象として、ウミボッスの生育確認調査を実施した
ところ、辺野古側ではその生育が確認されなかったため、平成29年にはウミボッ
スの移植を実施していません。翌年の繁茂期である平成30年3月26～29日に生
育確認調査を実施したところ、辺野古側で1個体の生育が確認されたことから、
平成30年には同個体の移植を実施したところです。
また、大浦湾側に設定している地点についても、工事の進捗を踏まえ、生育確
認調査を行い、生育が確認されれば移植を行う予定です。

(7) 環境保全図書において、「辺野古側の護岸・埋立工事に関しては濁りの発生負荷
量が周辺環境に与える影響よりも、汚濁防止膜の設置が周辺の海藻草場に損傷
を与える可能性を考慮し、設置しない計画です。」としていたが、作業区域の明示、
安全確保を理由に辺野古側の海域にフロート及びアンカーが設置されたことや、埋
立区域全体を取り囲むように広範囲に「汚濁防止枠」が設置されたことに関し、以下
の事項について対応すること。

－

ア フロート及びアンカーの設置については、辺野古海域側に汚濁防止膜が設置され
ていない理由を考慮すると、汚濁防止膜と同様に設置しないこととするか、設置す
る場合でも、海草藻場を損傷しないような配慮をすべきと考える。一方で、平成30年
７月には、台風襲来により、フロートを固定している鋼製アンカーが移動したことに
伴い、海底面が削られ、海草藻場が広範に損傷されており、海草藻場への影響が
生じている。
ついては、海草藻場の損傷状況について示すとともに、海草藻場を損傷しないよ
う適切な措置を講じること。

平成30年7月の台風襲来による海草藻場の損傷状況については、別添④に示
します。
なお、辺野古側のフロートについては、台風の最大瞬間風速が一時的であれ
15m/sを超える気象予報が確認された場合には、撤去することとしています。

イ 本来、汚濁防止枠は、環境保全図書でも記載されているように、護岸工事等の濁
りが発生する工事の「施工箇所を取り囲むよう」に設置するものと考えられる。しかし、
辺野古側では、護岸の閉合後において、埋立区域全体を取り囲むように広範囲に
「汚濁防止枠」が設置されている。
ついては、汚濁防止膜と汚濁防止枠の構造や海草藻場に与える損傷の程度の
違いを示し、辺野古側には汚濁防止膜を設置しない計画において、広範囲に「汚濁
防止枠」を設置することとした理由を明らかにすること。

汚濁防止膜と汚濁防止枠は、水の濁りの拡散を抑制するという構造に違いは
ありませんが、その展張・設置範囲が大きく異なるため、周辺の海草藻場に与え
る影響が大きく異なります。辺野古側について、大浦湾側と同様に汚濁防止膜
を広範囲に展張し、その内側における濁りを許容する計画を立てた場合、展張
範囲の内側に生育する海草藻場が広範囲にわたって損傷するおそれがあるこ
とから、辺野古側について汚濁防止膜を展張しない計画としました。
一方、辺野古側においても、施工箇所における水の濁りの拡散を軽減し、周辺
の海草藻場への影響を最小限にするため、施工箇所の近傍に限定して汚濁防
止枠を設置しています。御指摘の辺野古側の閉鎖水域を取り囲むように設置し
た汚濁防止枠もこうした考え方で設置したものです。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

７ ジュゴン

(1) 前回の環境保全措置要求では、ジュゴンの生息海域における生息状況につ
いて、行動範囲のみによる評価だけではなく海域利用頻度による評価を求め
たが、本報告書にはその評価結果は示されていない。そればかりか、平成28
年度の事後調査報告書で示されていた行動範囲と海域利用頻度図との比較
についても行われていない。
ジュゴンの個体Ａは、平成19年度から平成27年度までと比べると平成29年度
の確認位置は東側及び沖側に広がっており行動範囲に変化がみられ、その原
因について解析する必要があるが、「多くは工事前の確認範囲内にありました」
として、適切な評価がなされていないことから、以下のとおり解析し、ジュゴンの
行動範囲が変化した原因について考察し、事業による影響が認められた場合
には、必要な措置を講じること。

－

ア 海域利用頻度による評価及び行動範囲と海域利用頻度図との比較を行うこ
と。

海域利用頻度と確認位置の重ね合わせを別添⑤に示します。

イ 平成30年９月を最後に、ジュゴンの個体Ａは確認されなくなっており、同年12
月以降、嘉陽周辺海域で食跡も確認されていないことについて、事業者は、
「水中音や振動を発する工事については、『平成29年11月から平成30年８月の
期間』がピークであったものと推察されるものの、この間には嘉陽沖でジュゴン
が定常的に確認されていたところ」等を理由として「工事の影響であるとはいえ
ない」としているが、ジュゴンの行動範囲についての考察は行っていないことか
ら、海域利用頻度による評価及び行動範囲と海域利用頻度図との比較結果を
踏まえること。

平成30年度事後調査報告書においても、工事前の平成19年度から平成27
年度までと平成29年度以降との確認位置図から比較を行い、平成30年度の
個体Ａの確認位置は工事前の確認範囲内にあったこと、平成30年度12月以
降に食跡が発見されなくなるまでは嘉陽周辺海域の海草藻場を餌場として
利用されていたことを確認しています。
その上で、平成30年9月以降、航空機による生息状況調査で個体Ａが確認
されなくなり、同年12月以降個体Ａによるものと認められる食跡が発見され
なくなったことについては、平成30年度事後調査報告書p7-89～90に記載し
たとおり、工事による影響であるとはいえないと考えています。

(2) 海域利用頻度や行動範囲による評価を行うためには、観察コース、観察者数
等を定め、かつ良好な気象条件のもとに行うなど一定の条件のもとで観察を行
う必要があるが、観察者数、気象条件等が示されておらず、資料編に示された
ヘリコプター調査における飛行コースは一定でない。
事業者は、ジュゴンの生息状況の判断基準は、「ジュゴンの各個体の行動範
囲がこれまでの範囲をはずれた状態が継続しているか」としており、ジュゴンの
海域利用頻度や行動範囲を的確に把握させる必要があることから、観察者数、
飛行コース等を定め、かつ良好な気象条件のもとに行うなど一定の条件のもと
で適切に調査を行うこと。

ジュゴンのヘリコプターからの監視に従事する調査員数は2名であり、気象
条件はヘリコプターが飛行可能であり、濃霧が発生している日は避けるなど、
ジュゴンの確認に適した日に行っています。飛行ルートについては、平成30
年度事後調査報告書資料編 p資41～133に記載したとおり一定ではありま
せんが、これは、ヘリコプターによる調査が、これまで調査海域において生
息が確認されている3頭の個体の生息状況を把握することを目的としており、
飛行ルートを当該3頭の個体を効率的に確認することができるように設定し
ているためです。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

７ ジュゴン

(3) ７(1)で示したとおりジュゴンの個体Ａについては、平成29年４月に護岸工事が
開始されている状況において、これまでと比べると平成29年度の確認位置には
変化がみられ、平成30年９月を最後に確認されなくなっている。個体Ｃについて
も、平成26年８月にブイやフロートが設置され、多くの作業船や監視船が当該
海域を航行するようになり、嘉陽沖では、平成26年９月が最後の確認となって
いる。このように、事業の実施による影響が懸念されることから、大浦湾、嘉陽
沖等のジュゴンの生息域において、海中土木工事や作業船の航行による水中
音の分布を調査する等により、海上工事による水中音の影響について解析す
ること。
また、水中音による影響の解析においては、海上工事により生じる水中音の
周波数成分についても解析し、ジュゴンへの影響について考察し、事業による
影響が認められた場合には、必要な措置を講じること。

平成29年4月以降の工事は個体Ａの生息域である嘉陽沖から離れた箇所
で実施しているところ、工事による水中音が最も大きくなったのは平成29年
11月から平成30年8月の期間（捨石投入工事を実施）と推察されます。この
間実施していた工事は、環境影響評価書で水中音がピークになると予測さ
れている時期の工事よりも水中音の発生量は少ないと考えられ、また、工
事期間中毎日実施していたジュゴン監視（プラットフォーム船による海上で
の監視）では、この間に個体Ａの施行区域近傍への来遊は確認されておら
ず、ジュゴンが影響を受けるような音圧レベル・騒音曝露レベルの騒音にさ
らされたとはいえないと考えています。
また、工事による水中音が最も大きくなった平成29年11月から平成30年8
月には個体Ａがその生息域である嘉陽沖で確認されていた一方、個体Ａが
嘉陽周辺海域の海草藻場を利用しなくなったと考えられる平成30年10月18
日から12月5日までの間の作業による水中音は、平成29年11月から平成30
年8月の水中音を下回ると考えられることからも、工事による水中音が個体
Ａの生息域に影響を与えたとは考えていません。
なお、環境保全図書においては、杭打ち工事を行う際には水中音の測定
を行い予測した音圧レベルを検証し、測定結果をもとに、杭打ち工事の同時
施工箇所数を調整することとしており、環境監視等委員会の指導・助言を得
ながら、適切に対応する考えです。

(4) 水中録音装置により、辺戸岬地先海域では、平成29年９月、平成30年３月に、
安田地先海域では、平成29年８月、平成30年２月にジュゴンの鳴音を確認した
としているが、当該鳴音を発した個体についての識別結果は示されていない。
特に、平成30年３月13日に、辺戸岬地先海域で確認されたとする鳴音は、数時
間前にヘリコプター監視により嘉陽地先海域で確認された個体Ａや古宇利島
沖で確認された個体Ｂによるものではない可能性があり、平成27年７月以降生
息が確認されていない個体Ｃである可能性がある。
事業者は、ヘリコプターによる生息状況の調査範囲を拡大させることについ
て、「事後調査として行う性格のものではない」としているが、行動範囲が確認
できなければ、事後調査が目的とする判断基準との比較も行えないことから、
辺戸岬地先海域や安田地先海域においてもヘリコプターによる生息状況調査
を行う等調査範囲を拡大し、個体Ｃの生息範囲を確認すること。

ヘリコプターによるジュゴンの生息状況の追加調査については、環境監視
等委員会の指導・助言を踏まえ、当面の間（３か月程度）、辺戸岬地先や安
田地先を含む沖縄島北部沿岸において、実施することとなり、平成31年4月、
令和元年5、6月に調査を実施したところですが、ジュゴンは確認されません
でした。なお、第22回環境監視等委員会において報告したとおり、現在、航
空機による調査範囲の見直しを検討しているところです。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

７ ジュゴン

(5) 前回の環境保全措置要求では、過年度にジュゴンの食跡が確認された大浦
湾奥部や辺野古（大浦湾西部）、過年度に個体Ｃが確認されている辺野古より
南側から松田に至る藻場等について食跡調査を実施することを求めたが、対
応しないとした方針が示されている。
一方、工事停止期間中である平成30年９月14、26日に、施行区域内の水中録
音装置（Ｋ－５）において、ジュゴンの鳴音が録音されており、工事が行われて
いない夜間等において大浦湾奥部や辺野古（大浦湾西部）の藻場が利用され
ていた可能性がある。
また、平成30年９月の確認を最後に個体Ａは確認されなくなっており、同年12
月以降、嘉陽地先の海草藻場で食跡も確認されていないことから、他の海域
の藻場を利用している可能性も考えられる。
ついては、藻場の利用状況調査の調査範囲として大浦湾奥部や辺野古（大
浦湾西部）、辺野古より南側から松田に至る藻場等を追加するよう改めて検討
すること。

ジュゴンの海草藻場の利用状況調査は、環境影響評価書作成時点で確
認されていたジュゴンの行動範囲や海草藻場の利用状況から、大浦湾奥部、
辺野古地先の海草藻場へ移動し採食する可能性は小さいと考えられたた
め、環境保全図書において、安部及び嘉陽地先を対象としています。
大浦湾奥部や辺野古（大浦湾西部）、辺野古より南側から松田にかけての
海域においては、海藻草類のライン・スポット調査を実施する過程で食跡が
発見された場合などにはその状況を記録することとしていますが、平成30年
12月以降、これらの調査時に食跡が発見されたとの報告はありません。

(6) 事業者は、工事中のジュゴンへの影響を回避・低減するために、ジュゴンの
生息位置を監視し、工事施工区域へのジュゴンの接近が確認された場合は、
水中音の発する工事を一時的に休止するなどの保全措置を講じることとしてお
り、ヘリコプター及び監視用プラットフォーム船により、工事海域への来遊（接
近）状況の調査を行っている。
当該調査の範囲内である安部オール島の南西の海域において、ヘリコプター
調査によりジュゴンの個体Ａが確認されているが、監視用プラットフォーム船は
付近を航行していたにもかかわらず、ジュゴンを探知できていない。ヘリコプ
ター調査は月３～４回しか実施しておらず、工事期間中毎日実施している監視
用プラットフォーム船による監視が有効ではない可能性があることから、工事
施工区域へのジュゴンの接近が適切に監視されなかった懸念がある。
ついては、工事海域への来遊状況の調査手法の有効性、ジュゴンの行動に
影響を与えた可能性について考察し、影響が認められた場合には、必要な措
置を講じること。

監視用プラットフォーム船については、ジュゴンの工事海域への接近が確
認された場合には工事を一時休止できるよう、工事海域への接近を監視す
ることを目的としています。具体的には、3隻の監視用プラットフォーム船が、
探知範囲を考慮し、ライントランセクト法（約300ｍ間隔）で水中音を確認する
とともに、スキャニングソナーによる探知を行っています。
他方、ヘリコプターによる監視は、ジュゴンの各個体の位置を把握し、工事
海域周辺で確認された場合は、監視用プラットフォーム船に伝達するなど、
効果的にジュゴン監視を行うことを目的に実施しているものです。
工事海域周辺でジュゴンが確認された場合には、随時監視用プラット
フォーム船にその旨を伝達していますが、監視用プラットフォーム船は、ジュ
ゴンの追跡を行うものではなく、工事海域への接近を探知できるよう配置し
ているものであるため、ヘリコプターによる調査で確認したジュゴンを監視用
プラットフォーム船が探知していないとしても、監視用プラットフォーム船によ
る来遊状況調査の手法の有効性に直ちに問題があるとはいえないと考えて
います。
なお、御指摘は平成29年12月19日の監視調査のことだと思慮しますが、当
日の安部オール島の南西海域でのジュゴン確認位置とその時々での監視
用プラットフォーム船の位置関係について別添⑥に示します。
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７ ジュゴン

(7) 監視用プラットフォーム船による工事海域への来遊（接近）状況の調査において、
録音されたジュゴンの鳴音を放声していることに対して、前回の環境保全措置要求
で、「ジュゴンの行動を変化させる可能性がある」と指摘し、「ジュゴンの鳴音の放声
によるジュゴンへの影響を考察し、事業実施区域周辺海域での放声の必要性につ
いて、科学的かつ客観的に検討すること。」を求めたことに対する事業者の対応は、
「放声による調査の必要性について、中止するか否かも含め、専門家の指導・助言
を仰ぐこととします。」としていた。
その後、事業者が専門家に対して実施したヒアリングで、鳴音の放声については
「引き寄せる場合と遠ざける場合の両方のパターンがある」との助言を受けたとして
いる。
ついては、当該専門家がいう鳴音の「引き寄せる場合のパターン」や「遠ざけるパ
ターン」及び監視用プラットフォーム船から放声していた鳴音のパターンを示し、これ
までの鳴音の放声によるジュゴンへの影響を考察させ、影響が認められた場合に
は、必要な措置を講じること。

御指摘の専門家の助言は、「場合」と同じ意味合いで「パターン」との表現が使
われたものであり、鳴音に関する具体的な音圧や周波数、間隔等について助言
を得たものではありません。
なお、事業実施区域周辺における監視用プラットフォーム船からの鳴音の放
声によって、ジュゴンの行動に変化が見られたという事実は確認されておらず、
その影響を考察するだけの知見はありません。

(8) 水中録音装置によるジュゴンの生息状況調査は、護岸工事を着手した後の平成
29年６月からの実施となっており、工事前の状況は把握されていない。また、平成30
年３月までは、事後調査計画等に示される海底設置による24時間監視ではなく、船
舶から吊り下げる方法により観測がなされていることから、工事の影響を適切に把
握できる調査とはなっていなかった。
当該調査では、鳴音の録音時刻・頻度と食跡の出現状況とを対比することにより、
ジュゴンの摂餌行動に関する知見が得られる可能性があり、さらには、工事前と工
事実施後とで、摂餌行動の変化を把握することにより、工事による影響を把握でき
た可能性があるが、適切に行われなかった。
ついては、今後の調査の実施において、鳴音の録音時刻・頻度と食跡の出現状
況とを対比することにより、ジュゴンの摂餌行動について考察すること。

嘉陽周辺海域における海草藻場の利用状況調査は、毎月、調査を行うことと
していますが、発見された食跡がいつ頃残されたかについて正確に把握するこ
とは困難であることや、海草藻場の利用状況調査を実施している安部・嘉陽地
先では鳴音の検出頻度が低い（平成29年度は3日間のみ）ことから、御指摘のよ
うなジュゴンの摂餌行動に関する知見を得ることは困難であると考えています。
なお、ジュゴンの鳴音の検出時刻、検出地点、食跡の発見状況等については
平成30年度事後調査報告書p7-65～67及びp7-93～106において記載しています。

(9) 平成31年３月18日、今帰仁村運天漁港で、ジュゴンの個体Ｂの死骸が確認された。
個体Ｂは、事業者がこれまで実施した調査によれば、古宇利島沖、辺戸岬地先海
域、安田地先海域で確認されており、対象事業実施区域近傍である大浦湾や辺野
古地先海域では確認されてないが、主に生息していた古宇利島沖周辺では、埋立
土砂の運搬船が航行していたことから、環境監視等委員会の委員から、「ジュゴン
Ｂ、Ｃの生息場と、運搬船、他の船舶の航路や頻度等の比較を整理して下さい」と
の意見がある。
ついては、個体Ｂ、Ｃの生息場と、運搬船、他の船舶の航路や頻度等の比較をし、
事業の実施により、個体Ｂ、Ｃの行動範囲に影響を与えたかどうかについて、 考察
すること。

個体Ｂについては、令和元年7月17日、環境省、貴県、今帰仁村が実施主体と
なって、（一財）沖縄美ら島財団、鳥羽水族館の獣医師等による解剖が行われ、
同年7月29日、実施主体である環境省、貴県、今帰仁村から「外因死、すなわち
オグロオトメエイの尾棘の腹腔内刺入によって生じた腸管の全層性裂傷を起因
とする腹腔内の状態の悪化による死亡が最も考えやすい」、また、「船舶等との
衝突死、ロープ等による絡まりによる溺死、異物飲み込みによる窒息死、異物
飲み込みによる腸閉塞及び餓死」の可能性は極めて低いと考えられる旨発表さ
れています。
また、個体Ｃは、古宇利島沖から嘉陽沖までの間を行き来するなど、生息域は
非常に広範囲であり、事業実施区域は主たる生息域とはいえないと考えられる
こと、個体Ｃが最後に確認されたのが工事前の平成27年6月で、その場所が事
業実施区域から遠く離れた古宇利島沖であったことから、工事が個体Ｃの生息
域に影響を及ぼしたとは考えていません。
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８ 陸域動物

事業者は、資料編に示された陸生動物の移動計画において、環境省レッドリ
ストやレッドデータおきなわ掲載種等を基に移動対象種を検討している。
環境省は平成30年５月に「環境省レッドリスト2018」を公表し、沖縄県は平成29
年５月に「改訂・沖縄県の絶滅のおそれのある野生生物（レッドデータおきなわ）
第３版－動物編－」を公表しているが、当該移動計画の移動対象種は、これら
の改訂が踏まえられていない。
ついては、環境省レッドリストの改訂等を踏まえた移動対象種、各移動対象
種毎の移動先、移動方法等について示すこと。

平成29年度事後調査報告書の資料編に示した陸生動物の移動計画は、
平成28年度事後調査報告書に対する環境保全措置要求への対応として、
平成27年に貴県に提出した資料を再録したものです。
第9回環境監視等委員会（平成29年9月27日開催）資料２に示したとおり、
環境省レッドリストやレッドデータおきなわに追加された陸生動物については、
従来のものと同様に、発見された場合には陸上の各工事の前に工事を施
工する区域外の環境条件が同様な場所に移動することとしています。平成
29年のレッドデータおきなわの改訂に伴い追加された種のうち、過去の調査
で生息が確認された種については、同資料において、移動先、移動方法を
示しています。
また、平成30年の環境省レッドリストの改訂についても、同様の対応を行う
考えです。

９ 陸域生態系（基盤環境、生態系の機能と構造）

(1) 動物相の状況について、事業者が調査範囲全域の調査結果について過年度と
比較していることに関し、前回の環境保全措置要求で、「調査区域や種の特性に応
じて、確認種数と確認個体数を工事前の変動範囲と比較し、事業の影響について、
評価すること」を求めたのに対して、事業者は「動物相の調査は、調査範囲全域の
種構成を明らかにするという観点で行っている」などとし、対応はなされていない。
調査範囲全域における調査結果において、過年度の変動範囲から外れた状態が
確認された場合には、事業による影響の有無について把握するため、調査区域や
種の特性に応じた比較を行う必要が生じるものと考える。
事業の実施による動物相の状況へ与える影響について把握するためには、調査
範囲全域の種数の比較のみでは不十分であることから、調査区域の特性に応じて
指標となる種を設定するなどにより、動物相の状況を整理・比較し、事業の実施に
よる影響について考察すること。
また、調査区域の特性に応じて、動物相の状況を整理・比較する際には、外来種
を区別すること。

環境保全図書において、動物相の調査については、調査地域全域の種構
成を把握するという観点で行うこととしており、種の構成に大きな変化が確
認された場合には、その変化の要因を検討することとしています。
また、御指摘のような指標となる種を設定する考えはありませんが、地域
を特徴づける注目種として、ツミ、ミサゴなどを対象にした事後調査を行って
います。
これまでの調査では、確認種数は概ね工事前の変動幅の範囲内となって
いますが、今後、事後調査の結果、種の構成に大きな変化がみられた場合
には、工事による影響の有無について、適切に考察する考えです。

(2) 前回の環境保全措置要求において、陸域生態系の基盤環境に対する事業
の影響を評価するために、植生の状況と植物相の状況について、毎年調査を
実施し、経年変化の把握を求めたが、「工事前と供用後の２回調査を実施する
こととしている」として、対応はなされなかった。
動物相の状況の調査結果に関して、過年度の変動範囲から外れた状態が確
認された場合にその原因を考察するためには、植生の状況等の把握が不可
欠と考える。
ついては、植生の状況等の調査を行い、当該調査結果に基づき、事業の実
施による影響について考察すること。

環境保全図書においては、事後調査として、工事前と供用後の2回、植生
の状況調査を行い、現存植生図を作成することとしております。
動物相の調査において、事業実施前の変動範囲から外れた状態が継続
した場合には、専門家等の意見を聴取し、その要因や対応策の検討を適切
に行う考えです。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

10 陸域生態系（地域を特徴づける注目種）

(1) 平成29年度の事後調査において、長島におけるアジサシ類の営巣数が工事
前の変動範囲を下回っていたが、天仁屋崎や御向島などを含む広範な調査範
囲全体の調査結果を工事前の変動範囲と比較し、「工事によるアジサシ類の
営巣環境への影響は小さいと考えられる」としている。
例えば、工事前である平成25年度に長島、平島で29、34か所の営巣が確認さ
れていたが、工事後である平成26年度には、長島、平島とも営巣が確認されな
くなるなど、長島近傍で実施された護岸工事や船舶の航行などの工事騒音の
影響が懸念される。
一方で、事業者は、事後調査計画等において、工事区域及びその周辺で、
「注目種、重要な哺乳類及び鳥類の繁殖や営巣を確認した場合、工事騒音を
測定する。測定値が70dB以上となった際は、繁殖状況や行動を目視により観
察し記録する。」としていたが、工事騒音の測定等の事後調査はなされていな
い。
ついては、アジサシ類の営巣環境への影響については、調査範囲全体にお
いて評価するのではなく、長島、平島などの調査区域毎に行うとともに、アジサ
シ類の営巣数の変動と工事騒音の関係について解析し、工事騒音によるアジ
サシ類への影響について、考察し、事業による影響が認められた場合には、必
要な措置を講じること。

アジサシ類は渡り鳥であり、年度ごとに営巣場所が異なることから、営巣
場所ごとの営巣数が毎年大きく増減する傾向がみられます。そのため、現
時点で、この増減が工事の影響によるものか否かを評価することは困難で
あると考えており、今後も、事後調査を継続し、その推移をみていくこととして
います。
工事騒音の測定については、営巣が確認された場合に工事区域及びそ
の周辺で実施することとしていますが、平成29年度は、アジサシ類の営巣が
これまで確認された位置はそのとき工事が行われていた位置とは十分な距
離があり、建設作業騒音など工事の影響が及ぶことはないことから、実施す
る必要はないと判断したものです。平成30年度は、 にお
いて、エリグロアジサシの繁殖行動が確認され、外周の護岸で工事が行わ
れていたことから、建設作業騒音の測定及び繁殖・行動状況についての調
査を行っており、平成30年度事後調査報告書p6-269～273に調査結果を示
すとともに、p6-271で建設作業騒音によるアジサシ類への影響についても記
載していますが、影響は確認されませんでした。

(2) 本報告書では、 において、エリグロアジサシの営巣が
確認されたとしているが、令和元年５月、事業者は、 におい
て、環境省の『コアジサシ繁殖地の保全配慮指針』に基づき、アジサシ類の営
巣防止対策を実施している。
アジサシ類の営巣防止対策の実施については、環境保全図書に記載がない
ことから、具体的な検討結果を明らかにすること。

については、環境省の「コアジサシ繁殖地の保全・配
慮指針（平成26年3月）」において、埋め立て地などの事業用地に、コアジサ
シが飛来しているが定着していない場合で、工事を予定しているときは、直
ちに営巣防止対策を実施することが記載されていることから、同指針に基づ
き、営巣を未然に防止する観点から、ネットを設置したものです。

11 騒音

道路交通騒音において、平成29年度冬季に、世冨慶集落(TN-10)で環境監視
基準としている「騒音に係る環境基準（幹線交通を担う道路に近接する空間）」
の70dBを超過した原因について、「事業と無関係な車両の通行がもともと多く交
通量が多い場所であること」としているが、平成29年度冬季の小型車両走行台
数は、平成29年度春季から秋季までとそれほど変わらないのに対して、大型車
両走行台数は、春季～秋季までの２倍以上となっており、大型車両走行台数
の増加が原因となっている可能性があるがその考察はなされていない。
ついては、大型車両走行台数が増加した原因及び大型車両走行台数増加
による基準超過への影響について考察し、事業による影響が認められた場合
には、必要な措置を講じること。

世冨慶集落の地点(TN-10)において、平成29年度冬季に大型車両走行台
数が増加した原因は明らかではありませんが、一般的に年度末は工事の
繁忙期にあたると考えられることから、そのことが要因ではないかと推察し
ています。世冨慶集落の地点(TN-10)は、事業実施前の平成19年度の冬季
調査においても、71dBと基準を超過する数値を観測していることから、事業
と無関係な車両の通行がもともと多く交通量が多い場所であると考えており、
本事業の影響によって、環境監視基準を超過したとはいえないと考えていま
す。

※ 重要な種の保護の観点から表示してい
ません。

※ 重要な種の保護の観点から表示し
ていません。

※ 重要な種の保護の観点から表示
していません。

※ 重要な種の保護の観点から表示していま
せん。
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項目 環境保全措置要求 事業者の対応

12 底生動物等（移動後の監視状況）

(1) 底生動物等の移動後の生物相調査の調査地点は、「底生動物等の移動・移
植先に最も近い地点を調査地点として設定する。また対照のための情報を得
るため、上記の地点が含まれる海域で、やや離れた地点においても設定する」
としているが、どの地点が、移動・移植先に最も近い地点なのかや対照地点な
のかが示されておらず、調査結果も区別されていない。ついては、どの地点が、
移動・移植先に最も近い地点なのかや対照地点なのかを示し、調査結果を区
別した上で、調査結果について考察を行うこと。

底生動物の移動後の状況監視においては、「工事中における事後調査及
び環境監視調査の計画（平成27年10月6日付け沖防調第4395号の資料２－
②）」のp.2.4-1において、「対照のための情報を得るため、上記の地点が含ま
れる海域で、やや離れた地点においても調査地点を設定する。」としたことを
踏まえ、同じ海域の複数の調査地点でデータを比較対照することができるよ
うにしています。その結果は、平成30年度環境監視調査報告書p3-10～48
のとおりです。なお、移動先と調査地点の位置関係は平成30年度環境監視
調査報告書巻末資料に示しています。

(2) 底生動物等のインベントリー調査結果の経年的な変化については、平成29年
度冬季に移動をした19地点全体における出現種類数を比較しているが、地点
毎に環境の特性が異なり移動前に生息していた種や移動した種の構成が異な
ると考えられることから、環境の変化による影響が地点毎に異なると考えられ、
19地点全体における比較では、地点毎の変化を捉えられない可能性がある。
また、12(1)で指摘したように、これら19地点には対照地点として設定した地点も
含まれていると考えられる。
ついては、底生動物等のインベントリー調査の経年的な変化の比較は、地点
毎に行うこと。

平成30年度環境監視調査報告書p3-10～48において、インベントリー調査
の結果を地点ごとに整理して示しています。
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平成29年６月

6月14日AM・PM K9-1

（流向240°流速2.0cm/s）

6月14日AM・PM C2

6月14日AM・PM C3

（流向14°流速13.0cm/s）

6月14日AM・PM K9-2

（流向200°流速13.0cm/s） （流向350°流速3.5cm/s）

6月14日AM・PM K9-3

（流向180°流速14.2cm/s） （流向24°流速12.3cm/s）

（流向160°流速1.7cm/s）（流向211°流速5.5cm/s）

（流向126°流速11.7cm/s） （流向28°流速10.6cm/s）

6月14日AM・PM C4

（流向131°流速10.5cm/s） （流向127°流速12.3cm/s）

6月14日AM C5

（流向144°流速3.2cm/s）

6月14日AM・PM C6

（流向109°流速6.8cm/s） （流向87°流速1.3cm/s）

6月14日AM・PM C7

6月14日AM・PM C8

（流向23°流速3.2cm/s） （流向345°流速3.7cm/s）

（流向100°流速15.5cm/s） （流向20°流速3.6cm/s）
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平成29年６月
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平成29年６月

6月16日AM K9-1

6月16日AM K9-3

6月16日AM・PM C2

（流向55°流速7.0cm/s）

（流向96°流速4.9cm/s）

（流向47°流速2.7cm/s） （流向241°流速4.5cm/s）
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6月19日AM C2
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平成29年６月

6月20日AM・PM C6

6月20日AM・PM C7

6月20日AM C8

6月21日AM C2

6月21日AM・PM C3

6月21日AM C4
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6月21日AM C8

（流向2°流速1.9cm/s） （流向81°流速40.7cm/s）

（流向73°流速8.7cm/s） （流向61°流速21.1cm/s）

（流向139°流速6.1cm/s）

（流向133°流速2.1cm/s）

（流向49°流速4.8cm/s）

（流向249°流速3.4cm/s）

（流向158°流速5.8cm/s）

（流向38°流速5.1cm/s）

（流向320°流速1.3cm/s）

（流向93°流速2.3cm/s）

（流向41°流速10.8cm/s）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 4 8 12 16 20 24

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 3 6 9 12 15 18

0

1

2

3

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分
SS基準値

（2.7mg/L）

0 3 6 9 12 15 18

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

3

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分
SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0

1

2

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

27



0 2 4 6 8 10 12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

0 2 4 6 8 10 12

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

10 15 20 25 30 35 40

●換算SS

（mg/L）

水
深
(m
)

■塩分

SS基準値

（2.7mg/L）

平成29年６月

6月22日PM C2

6月24日PM C2
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平成29年７月

7月11日AM C2

7月15日PM C2

（流向194°流速3.6cm/s）

7月18日AM C2

（流向332°流速1.9cm/s）

10月19日PM C2

（流向316°流速1.4cm/s）

10月17日AM K1-1

（流向116°流速1.5cm/s）

（流向109°流速8.0cm/s）

（流向154°流速1.7cm/s）

10月16日PM C2

（流向112°流速3.3cm/s）

10月30日AM K1-1
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石材の洗浄時間について（採石場の洗浄）

石材の洗浄水の採取状況

36

別添②

石材の洗浄は、採石場から搬出する際、場内の洗浄施設において、ダンプトラックに積んだ石材を150秒間洗
浄したものを現地に搬入している。

150秒間の洗浄時間については、洗浄時間毎の洗浄水を採取し、透視度を計測することで濁度を算出。洗浄時
間は、30秒、60秒、90秒、120秒、150秒の５段階を実施。

原水・30秒・60秒・90秒・120秒・150秒の洗浄水を採取 各洗浄水の透視度を測定

ダンプトラックに積んだ石材を洗浄 洗浄水を採取



洗浄水の測定及びSS（濁度）の算出 透視度計測定手順及び換算表

洗浄水が原水と同等になる時間を洗浄時間（150秒）と設定。
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〇スケルトンバケツ付きバックホウに石材を入れ、２０ｍ3の水槽に入れて洗浄。
〇洗浄された石材は、ダンプトラックに積み込み護岸工事現場に搬入。
〇袋材として使用するものは、ブルーシートを敷き、その上に袋材を仮置き。
〇袋材の使用において運搬のために吊上げた際、吊上げた袋材の横から作業員にて袋材底面の付着物の有無を

目視確認し、底面に付着物が目視確認がされた場合は、作業員に高圧洗浄機を使用して袋材を洗浄する。

〇スケルトンバケツ付
バックホウで洗浄

〇袋材に石材を投入

〇袋材の仮置き 〇作業員による高圧洗浄機を用いた洗浄

〇ダンプトラックに積み込み

38

石材の洗浄について（現場での洗浄）



洗浄水の確認試験について

原水の透視度の確認（例） 洗浄水の透視度の確認（例）

令和元年10月時点における傾斜堤護岸に用いた石材量約193,550m3は、全て洗浄。
洗浄水の確認は、1,000m3に１回程度の実施しており、その全てにおいて透視度が問題ないことを確認。

原水・洗浄水の採取（例）

洗浄水の確認（記録表）（例）
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凡例

：ハマサンゴ属

ハマサンゴ属

図1 調査位置図

総面積 被度

0.22㎡ 0.9%

図3 サンゴ分布図からによる被度の算出図2 コドラートの様子

平成30年６月23日と24日に詳細な生息状況調査として５×５ｍ枠のコドラー
ト調査及び長径測定を実施した。
その結果、サンゴ被度は0.9％であることから、移植基準となる被度５％を下

回っており、群体の長径は最大でも90㎝であることから、大型サンゴの基準も
満たしていなかった。詳細な状況を次頁に示す。

5×5m

N-3護岸付近に生息するサンゴの分布調査①

40

別添③



長径は最大で90cmが２群体、次いで84㎝であり、大型サンゴの基準を満たす群体はみられな
かった。

No.1

No.2

No.3No.4

図6 各群体の境界

No.１

90cm

No.２

90cm

No.３

84cm

No.４

74cm

No.4No.1

No.3
No.4

No.2

No.1

その他の
群体

図5 群体位置図

図4 群体位置図

41



シコロサンゴ属

図7 調査位置図

総面積 被度

0.37㎡ 1.5%

N-3護岸付近に生息するサンゴの分布調査②

図9 サンゴ分布図からによる被度の算出図8 コドラートの様子

平成30年６月22日に詳細な生息状況調査として５×５ｍ枠のコドラート調
査を実施した。
その結果、サンゴ被度は、1.5％であることから、移植基準となる被度５％

を下回っており、また、群体は細かく分断されているため、大型サンゴの基
準となる長径１ｍ以上の群体はみられなかった。種類はシコロサンゴ属のみ
が確認された。

凡例

：シコロサンゴ属

5×5m
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平成３０年７月のアンカー移動による海草藻場への影響について

A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A12 A13

凡例
調査対象としたアンカー設置位置

撮影方向

平成30年7月13日撮影

長さ
約120m

長さ
約120m

アンカー痕（10m地点）
幅1.5m 深さ6cm

アンカー痕（10m地点）
幅0.7m 深さ5cm

アンカー痕（10m地点）
幅１.１m 深さ８cm

A2 A4A3

アンカー痕（10m地点）
幅0.8m 深さ6cm

A5

アンカー痕（10m地点）
幅１.6m 深さ5cm

A6

A6

※アンカー痕全延長でサンゴ類への影響を確認したが、
サンゴ類に対する損傷などの影響は確認されなかった。
また、底生動物への影響についても確認されなかった。

地点 長さ 幅（平均） 深さ（平均）

Ａ２ 約　120m 約　1.1m 約　10cm

Ａ３ 約　120m 約　0.8m 約　6cm

Ａ４ 約　120m 約　1.5m 約　6cm

Ａ５ 約　120m 約　1.2m 約　5cm

Ａ６ 約　120m 約　1.0m 約　11cm

Ａ７ 約　120m 約　1.1m 約　6cm

Ａ８ 約　120m 約　1.3m 約　12cm

Ａ９ 約　110m 約　1.0m 約　7cm

Ａ１０ 約　25m 約　1.0m 約　9cm

Ａ１２ 約　2m － －

Ａ１３ 約　30m 約　0.9m 約　6cm

アンカー痕

幅及び深さについては、アンカーの設置位置から地点0m、
10m、20m、30mの平均値（A10、A12は除く）

○辺野古側のフロートが岸側へ大きく移動したことに伴い、フロートを固定するために設置されていたアンカーも移動した状況が
確認されたことから、海況が安定した平成30年７月15日から潜水調査を行い、海草藻場の被害状況を確認。
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※ 米軍施設に関する情報を含んでいるた
め表示していません。



平成19～23年度の全ジュゴンの確認位置による利用頻度図と
各年度の全ジュゴン確認位置の重ね合わせ（事業実施区域周辺）

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度 H28年度 H29年度

H30年度

別添⑤
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平成19～23年度の全ジュゴンの確認位置による利用頻度図と
各年度の全ジュゴン確認位置の重ね合わせ（古宇利島沖）

H24年度 H25年度 H26年度

H27年度 H28年度 H29年度

H30年度
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平成29年12月19日8：32～9：55の監視プラットフォーム船の航跡

【平成29年12月19日8：32～9：55の監視プラットフォーム船の航跡】
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確認時刻 8:39 確認時刻 9:05 確認時刻 9:16

確認時刻 9:30 確認時刻 9:45 確認時刻 9:55

航空監視調査によるジュゴン確認位置とジュゴン監視プラットフォーム船（K6,7,8班)の位置

平成29年12月19日航空監視調査（ヘリコプター）によるジュゴン確認位置及び確認位置毎の時刻
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